
「生命倫理懇談会」の開催について 

 

平成２４年１月１６日 

内閣府特命担当大臣（科学技術政策）決定 

平成２５年１月１０日 

一部改正 

 

１．趣旨 

生命倫理に関する事項について検討するため、内閣府特命担当大臣（科学技術政策）

の下に、「生命倫理懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

２．検討事項 

懇談会は、生命科学の急速な発展に対応するため、「ヒトに関するクローン技術等

の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）第４条第３項に基づく特定胚の取扱

いに関する指針の策定等生命倫理に関する事項について検討する。 

 

３．構成員 

懇談会の構成員は、別紙のとおりとする。内閣府特命担当大臣（科学技術政策）は、

構成員の中から懇談会の座長を依頼する。懇談会には、必要に応じ、構成員のほか、

外部有識者等の出席を求めることができる。 

 

４．公開 

懇談会は原則として公開する。 

 

５．懇談会の庶務 

懇談会の庶務は、政策統括官（科学技術政策・イノベ―ション担当）において処理

する。 
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